
 

 

 

 

 寒暖差が大きく、体調を崩しやすい気候が続いています。食の面では食中毒が気になるこ

の季節です。食品の温度管理や手洗いに気を付けて、安心安全でおいしい食事にしましょ

う。 

 

 

 

 「食育」という言葉には「学校」というイメージがあるかも知れませんが、実は

食育基本法を根拠とした、国や自治体をあげての取組です。食育基本法の前文で

は、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、

何よりも「食」が重要である」と謳われています。さらに本文では、食育は学校な

どの教育機関はもちろん、自治体や食品関連の企業、そして地域や家庭でも推進し

ていかなければならないことに加え、国民自身が家庭、学校、保育所、地域その他

の社会のあらゆる分野において、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努める

とともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとすること、と明記されていま

す。自己研鑽も含め、みんなで生涯にわたって心身ともに健康な生活を送れるよう

に、食育をしていきましょう。 

 

 

 

 

国の食育推進計画を受けて、延岡市でも食育・地産地消推進計画を策定していま

す。ここではスローガンのみ紹介しますが、「うまいと」には深い意味がこめられ

ているようです。詳しくは延岡市の HP をご覧ください。「食事前後のあいさつ」

「よく噛んで食べる」「給食での地場産物の使用割合」など学校で取り組める計画

もありますので、学校での食育推進にも力を入れていきたいと思います。 

 

  

 

国の目指す食育の内容を１２項目に整理したものです。すぐに実践できそうな

ことからスケールの大きいこと、家庭でできそうなことから学校など団体で取り

組みたいこと、と様々な内容が書かれています。ご家庭でも、できることからはじ

めてみませんか。 

  

 

 

 

農林水産省 HPより 

令和５年５月 2９日 

延岡小学校栄養教諭 

今 市  真 由 美 

６月は「食育月間」 

 

完成！ 

はさんで 

食育ピクトグラム（国・農林水産省） 

うまいと作って うまいと食べて いきいきのべおか 

（市・農業畜産課） 

 

 


